
・第1段階（生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で市町村民税非課税の方等）

要介護1 603 円 1,516 円

要介護2 672 円 1,595 円

要介護3 745 円 1,678 円

要介護4 815 円 1,758 円

要介護5 884 円 1,837 円

・第2段階（市町村民税非課税の方で課税対象年金及びその他の収入の合計が80万円以下の方等）

要介護1 603 円 1,916 円

要介護2 672 円 1,995 円

要介護3 745 円 2,078 円

要介護4 815 円 2,158 円

要介護5 884 円 2,237 円

・第3段階①（市町村民税非課税の方で課税対象年金及びその他の収入の合計が80万円超120万円以下の方等）

要介護1 603 円 2,716 円

要介護2 672 円 2,795 円

要介護3 745 円 2,878 円

要介護4 815 円 2,958 円

要介護5 884 円 3,037 円

・第3段階②（市町村民税非課税の方で課税対象年金及びその他の収入の合計が120万円超の方等）

要介護1 603 円 3,016 円

要介護2 672 円 3,095 円

要介護3 745 円 3,178 円

要介護4 815 円 3,258 円

要介護5 884 円 3,337 円

※1日あたりの料金には 部分における費用の総額に

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）が加算されています。

・送迎利用時には片道につき184円を別途いただきます。

※こちらにも介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）14％が加算されます。

・1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は以下の通りとなります。

　朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円

居住費
1日あたり

1割負担 強化加算（Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） 体制加算 サービス費 （処遇改善加算等含）

1,300 円 100 円 880 円18 円 13 円 12 円

介護保険 サービス提供体制 夜勤職員 機能訓練指導 食事

1,000 円 100

おやつ代

居住費
1日あたり

1割負担 強化加算（Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） 体制加算 サービス費 （処遇改善加算等含）

円 880 円18 円 13 円 12 円

介護保険 サービス提供体制 夜勤職員 機能訓練指導 食事

600 円 100

おやつ代

居住費
1日あたり

1割負担 強化加算（Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） 体制加算 サービス費 （処遇改善加算等含）

円 480 円18 円 13 円 12 円

介護保険 サービス提供体制 夜勤職員 機能訓練指導 食事

300 円 100

おやつ代

円 380 円18 円 13 円 12 円

R7年3月1日～

特別養護老人ホーム第二和香園　ショートステイ利用料金表

短期入所生活介護（要介護1～5）：個室

介護保険 サービス提供体制 夜勤職員 機能訓練指導 食事

1割負担 強化加算（Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） 体制加算 サービス費 （処遇改善加算等含）
おやつ代 居住費

1日あたり



・第4段階（市町村民税課税課税世帯の方等）

要介護1 603 円 3,512 円

要介護2 672 円 3,591 円

要介護3 745 円 3,674 円

要介護4 815 円 3,754 円

要介護5 884 円 3,833 円

※1日あたりの料金には 部分における費用の総額に

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）が加算されています。

・送迎利用時には片道につき184円を別途いただきます。

※こちらにも介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）14％が加算されます。

・1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は以下の通りとなります。

　朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円

1,445 円 100 円 1,231 円18 円 13 円 12 円

R7年3月1日～

特別養護老人ホーム第二和香園　ショートステイ利用料金表

短期入所生活介護（要介護1～5）：個室

介護保険 サービス提供体制 夜勤職員 機能訓練 食事

1割負担 強化加算（Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） 体制加算 サービス費 （処遇改善加算等含）

おやつ代 居住費
1日あたり



・第4段階（市町村民税課税課税世帯の方等）

要介護1 1,206 円 4,249 円

要介護2 1,344 円 4,406 円

要介護3 1,490 円 4,573 円

要介護4 1,630 円 4,732 円

要介護5 1,768 円 4,890 円

※1日あたりの料金には 部分における費用の総額に

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）が加算されています。

・送迎利用時には片道につき368円を別途いただきます。

※こちらにも介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）14％が加算されます。

・1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は以下の通りとなります。

　朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円

R7年3月1日～

特別養護老人ホーム第二和香園　ショートステイ利用料金表

介護保険 サービス提供体制 夜勤職員 機能訓練 食事

2割負担 強化加算（Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） 体制加算 サービス費 （処遇改善加算等含）

おやつ代 居住費
1日あたり

短期入所生活介護（要介護1～5）：個室
2割負担

100 円 1,231 円36 円 26 円 24 円 1,445 円



・第4段階（市町村民税課税課税世帯の方等）

要介護1 1,809 円 4,985 円

要介護2 2,016 円 5,221 円

要介護3 2,235 円 5,471 円

要介護4 2,445 円 5,710 円

要介護5 2,652 円 5,946 円

※1日あたりの料金には 部分における費用の総額に

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）が加算されています。

・送迎利用時には片道につき552円を別途いただきます。

※こちらにも介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）14％が加算されます。

・1日あたりの食費が限度額以下となった場合の１食当たりの単価は以下の通りとなります。

　朝食：475円、昼食：485円、夕食：485円

1,231 円54

R7年3月1日～

特別養護老人ホーム第二和香園　ショートステイ利用料金表

短期入所生活介護（要介護1～5）：個室
3割負担

介護保険 サービス提供体制 夜勤職員 機能訓練

3割負担 強化加算（Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） 体制加算 サービス費 （処遇改善加算等含）

食事
おやつ代 居住費

1日あたり

1,445 円 100 円円 39 円 36 円


